
群馬県

令和８年５月
群馬県健康福祉部障害政策課

業務継続計画（簡易版）による
計画策定のポイント
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１ はじめに

平常時にこそ

準備を進める

ただし、時間的に余裕がない場合は、

「小さく産んで大きく育てる」
ことも考えられる。
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２ 国部長通知の内容

感染症に係る業務継続計画
ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた 
取組の実施、備蓄品の確保等）

ｂ 初動対応
ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者
への対応、関係者との情報共有等）

災害に係る業務継続計画
ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等の 
ライフラインが停止した場合の対策、必要品の備蓄等）

   ｂ  緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等）
   ｃ  他施設及び地域との連携
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https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15758.html

感染対策に関するページ

（国作成のひな形は、中

段以降に掲載されてい

る）

自然災害発生時のものは

こちらから（国作成のひ

な形もあり）

３ 国の支援



４ 簡易版（ひな形）のありか
https://www.pref.gunma.jp/page/3011.html

https://www.pref.gunma.jp/page/3011.html
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国のひな形を参考にして、

必要最小限の項目を

抜粋（災害BCPも同様）

https://www.pref.gunma.jp/page/3011.html


５ 自然災害編（簡易版）
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第Ⅰ章 総則
（１）基本方針 （２）研修・訓練の実施、BCPの検証・見直し

第Ⅱ章 平常時の対応
（１）建物・設備の安全対策
（２）～（４）ライフラインが停止した場合の対策（電気・ガス・水道）
（５）必要品の備蓄

第Ⅲ章 緊急時の対応
（１）発動基準 （２）対応体制

第Ⅳ章 他施設との連携
（１）連携体制の構築 （２）地域のネットワーク等の構築・参画

第Ⅴ章 地域との連携
（１）被災時の職員の派遣
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自然災害（P１）
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自然災害（P２）

研修、訓練は必須

 課題はBCPに反映
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自然災害（P３）

地震で倒れそうなものは

 早めに固定を

BCPの策定にあたっては

まずは課題を認識・共有
することが大事
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自然災害（P４）

代替策に挙げたものは

 早めに準備を

まずは（２）～（４）を作成し

 必要な項目は順次追加を
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自然災害（P５）
通所系・訪問系も

 備蓄の準備は必要
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自然災害（P６） 発動基準の震度の目安は６強以上
施設の安全対策の状況によっては５強や

６弱からの対応も

ほかに、「安全指導班」「救護班」

「地域班」の検討を

安全指導班：利用者の安全確認、施設設備の損傷を確認し報告する。隊長の指示がある場合は、利用者の避難誘導を行う。

家族への引継ぎを行う。

救護班：負傷者の救出、応急手当および病院などへの搬送を行う。

地域班：地域住民や近隣の福祉施設と共同した救護活動、ボランティア受け入れ体制の整備・対応を行う。
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自然災害（P７）

現状で連携先がない場合は、

 今後積極的な検討を
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自然災害（P８）

現状、派遣を見込んでいない施設・事業所は、

 災害対策委員会で前向きな検討を



６ 感染症編（簡易版）
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第Ⅰ章 総則
（１）目的 （２）基本方針 （３）主管部門

第Ⅱ章 平時からの備え
（１）対応主体 （２）対応事項

第Ⅲ章 初動対応
（１）対応主体 （２）対応事項

第Ⅳ章 感染拡大防止体制の確立
（１）対応主体 （２）対応事項

感染症BCP様式ツール（共通版）
（１）備蓄品リスト （２）業務分類（優先業務の選定）

「入所・入居系」「通所系」「訪問系」の３種類あり

※感染症BCPは新興感染症の発生を念頭に作成
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感染症（P１） ※入所・入居系を基本に説明
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感染症（P２） ※入所・入居系を基本に説明

第Ⅰ章 総則
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感染症（P３） ※入所・入居系を基本に説明

「通所系」「訪問系」

は、対策本部長、副本

部長＋α（事務局）

「通所系」「訪問系」

は、県障害政策課への

連絡不要

「通所系」は「入所・入

居系」と同様の対応

「訪問系」は、必要に応

じて記載
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感染症（P４） ※入所・入居系を基本に説明

「通所系」「訪問系」も

「入所・入居系」と同様

の対応

「通所系」「訪問系」も

「入所・入居系」と同様

の対応

「通所系」「訪問系」も

「入所・入居系」と同様

の対応

「通所系」「訪問系」

も「入所・入居系」と

同様の対応（研修・

訓練は年１回）

「通所系」「訪問系」も

「入所・入居系」と同様

の対応
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感染症（P５） ※入所・入居系を基本に説明

「通所系」「訪問系」も

「入所・入居系」と同様

の対応

「通所系」は、利用休

止などの対応

「訪問系」は、感染防止

対策を徹底した上で、

サービス利用の提供

「通所系」は、感染疑い者を発見した場合は、消

毒・清掃を実施する場所を記録し、実施

「訪問系」は、必要に応じて記載
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感染症（P６） ※入所・入居系を基本に説明

対応事項は、「入所系」の新型コロナ（５類以降）

などの感染症が発生した場合のこと

新興感染症の場合は、状況によって異なるこ

とから、国や県の通知などを参考に適宜対応

「介護現場における感染対策の手引き」は、基本的な

感染対策やゾーニングなど参考になることから、必読

健康管理の徹底（濃厚接触者の観察期間）は、

新興感染症の状況によって異なることから、国や

県の通知などを参考に適宜対応
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感染症（P７） ※入所・入居系を基本に説明

「通所系」は利用休止のため不要

「訪問系」は、勤務可能な職員の把握など

「通所系」「訪問系」も「入所・入居系」

と同様の対応

「通所系」「訪問系」も「入所・入居系」

と同様の対応

「通所系」は利用休止のため不要

「訪問系」は「入所・入居系」と同様の対応
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感染症（P８） ※入所・入居系を基本に説明

「通所系」「訪問系」も「入所・入居系」

と同様の対応

「通所系」「訪問系」も「入所・入居系」

と同様の対応

マスコミ対応等は、新興感染症の状

況によって異なることから、必要に応

じて保健所に確認のこと
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感染症（別紙１）

目安 備蓄量

1 マスク（不織布製マスク）

2 サージカルマスク

3 N95マスク

4 体温計（非接触型体温計）

5 手袋（使い捨て）

6 フェイスシールド

7 ゴーグル

8 エプロン（使い捨て）

9 ガウン（使い捨て）

10 キャップ

11 次亜塩素酸ナトリウム液

12 消毒用アルコール

13 ガーゼ・コットン

14 トイレットペーパー

15 ティッシュペーパー

16 ペーパータオル

17 保湿ティッシュ

18 石鹸・液体せっけん

19 おむつ

20 ごみ袋

21 検査キット
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感染症対応_別紙１_備蓄品リスト

備考

備蓄品の管理をするため記入する。（※必要に応じてシートをコピーして使用。）

№ 品目
備蓄量

必要量 過不足量 単位 保管場所

「通所系」「訪問系」も「入所・入居系」

と同様に備蓄品を準備して、管理するのが

望ましい
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感染症（別紙２）
感染症対応_別紙２_業務分類（優先業務の選定）

30% 50% 70% 90%

A:継続業務
・優先的に継続する業務

・通常と同様に継続すべき業務
食事、排泄、医療的ケア、清拭　等

・食事：回数減少、必要な方に

介助

・排泄：必要な方に介助

・医療的ケア：必要に応じて

・食事：減少、必要な方に介助

・排泄：必要な方に介助

・医療的ケア：必要に応じて

・食事：朝・昼・夕、必要な方に

介助

・排泄：必要な方に介助

・医療的ケア：必要に応じて

・食事：ほぼ通常、ほぼ通常

・排泄：ほぼ通常

・医療的ケア：ほぼ通常

B:追加業務
・感染予防、感染拡大防止の

　観点から新たに発生する業務

利用者家族等への各種情報提供、

空間的分離のための部屋割り変更、

施設内の消毒、

来所者の体温測定　等

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

C:削減業務 ・規模、頻度を減らす業務 入浴、活動、就労訓練　等

・入浴：清拭

・機能訓練等：休止

・洗濯：使い捨て対応

・シーツ交換：汚れた場合

・入浴：一部清拭

・機能訓練等：必要最低限

・洗濯：必要最低限

・シーツ交換：順次、部分的に交

換

・入浴：一部清拭

・機能訓練等：必要最低限

・洗濯：必要最低限

・シーツ交換：順次、部分的に交

換

・入浴：ほぼ通常

・機能訓練等：ほぼ通常

・洗濯：ほぼ通常

・シーツ交換：ほぼ通常

D:休止業務 ・上記以外の業務

※濃厚接触者に対しては、感染防止に留意した上でケア等を実施。

事業所の業務を重要度に応じて４段階に分類し、出勤状況を踏まえ縮小・休止する。入所者・利用者の健康・身体・生命を守る機能を優先的に維持する。（出勤率をイメージしながら作成。）

分類名称 定義 業務例
出勤率

「通所系」は利用休止のため不要

「訪問系」は「入所・入居系」と同様の対応だが、

簡易なもので可



７ おわりに
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まずは策定して

何度も更新（追加）

最初から、完璧な計画は作れないので、

県のひな形（簡易版）は、

必要最小限
更新の際には国の作成支援資料を参考に
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00003.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00003.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html

障害福祉サービス事業所

向け（ただし、感染対策

のみ）

介護施設等向け（感染対

策・自然災害あり）

国の作成支援資料（動画）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00003.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html
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ご清聴いただき、
ありがとうございました。

群馬県健康福祉部障害政策課
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